
【鳥フル疑い事例発生時の対応】
■本年10/22、全国の鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ（鳥ﾌﾙ）対応レベル
が「レベル３(最大)」に引上げ。

■10/24、南島においてアナドリの斃死体・衰弱個体
を複数確認。鳥フル罹患の可能性が懸念。

■そこで、観光協会・ガイド・地元行政機関向けに、
「鳥フル陰性が判明するまでの渡島自粛」協力依頼
文書を環境省から発出。併せて、村・環境省で26日
に渡島して、斃死体・衰弱個体を回収。

■検査キットでの簡易検査で「陰性」が判明したた
め、島内の連絡網・島内掲示板等を活用して本事案
を報告しつつ、鳥類の衰弱・斃死体を発見したら、
触らず連絡して欲しいことをアナウンス。

■内地での遺伝子検査の結果、10/30に「陰性」が確
定。島内掲示板等で改めて「陰性確定」を報告。

斃死体回収後の消毒 離島時の器材消毒

島内掲示板での周知
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【本件で明らかになった課題】
■環境省含む関係機関が「離島における大量斃
死」などの事例に対応したことがなかった。

■現場をﾊﾟﾄﾛｰﾙしている環境省ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾚﾝｼﾞｬｰ、
林野庁GSS（ｸﾞﾘｰﾝ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ）、東京都ﾚﾝ
ｼﾞｬｰが、斃死体等の発見時に即座に連絡する
連絡網などが存在しなかった。

【現在の対応状況】
■関係者での連絡網による連絡体制が構築でき
た。また、環境省は、同様の大規模事案が発
生した際に、迅速に回収できるよう準備物・
当日のｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ等を文書として取りまとめた。

■現場勤務のﾚﾝｼﾞｬｰに、全国版の「野鳥におけ
る高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞに係る対応技術ﾏﾆｭｱﾙ（R
７年９月改定 環境省自然環境局）」 に従った発見時の対
応を依頼するとともに（右図）、発見時の即
座の情報共有が可能な連絡体制を構築。

■鳥フルの流行期間終了（春頃）まで、引き続
き警戒予定。

現場ﾚﾝｼﾞｬｰ連絡網に所載するﾏﾆｭｱﾙ



【2回目の鳥ﾌﾙ疑い事例発生時の対応】
■11月21日、父島南部の河口で回収
されたｵﾅｶﾞｶﾞﾓ1羽の死体について、
内地で遺伝子検査を実施。
26日に、A型鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ特有のM遺
伝子の「陽性反応」を確認。島内掲
示板等で報告。

■２回目の遺伝子検査を行った結果、
鳥に対して「低病原性等」であるこ
とが28日に確定。
島内掲示板等で報告しつつ、「鳥ﾌﾙ
ｳｲﾙｽは、高病原性・低病原性に関わ
らず、感染した鳥と濃厚接触しない
限り、人には感染しないと考えられ
ている」こと、「野鳥が鳥ﾌﾙや他の
ｳｲﾙｽを保持していることは珍しくな
い」こと、「鳥類の衰弱・斃死体を
発見したら、触らず連絡して欲しい
こと」を改めてアナウンス。
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